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エグゼクティブ・サマリー
インドの財務大臣は2018年2月1日、2018-19課税年度の予算案（以下、「2018
年度予算案」）を提出しました。2018年度予算案には、特定企業向け法人税率の
30%から25%への引下げ、上場株式等に係る長期キャピタルゲイン課税の導入、国
内における「事業関連性（business connection）」の範囲拡大などが提案されてい
ます。

本アラートでは、主な提案内容について解説します。

詳細な議論
法人税率引き下げ
25%の軽減法人税率1は、2016-17課税年度2における総売上高が25億ルピー
（4,000万米ドル）を越えないインド企業に適用されます。一方、それ以外の全 
インド企業には、現行税率の30%が適用されます。これは法人税率の恒久減税で
あり、25%の税率の適用可能性を判定する基準年度は2016-17課税年度となり 
ます。
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上場株式等に係るキャピタルゲイン課税
これまで株式や株式重視型の投資信託の持分又はビジネスト
ラストの持分の売却で得られた長期キャピタルゲインは、一定
の条件を満たす場合、キャピタルゲイン税が免除されていま 
した。

2018年度予算案では、一定の条件を満たす場合、10万ルピー
（1,500米ドル）を超えるキャピタルゲイン（物価調整又は為
替変動調整は認められていない）に対して10%の軽減税率導
入が盛り込まれています。

2018年2月1日より前に資本資産を取得し、かかる日付より前
に利益が生じた投資家には、適用免除条項が定められていま
す。2018年2月1日より前に資産を取得した場合、当該有価証
券の取得原価を以下のうちいずれか高い方とみなして、課税対
象利益を算定します。

• 実際の取得原価

又は

• 以下のうち低い方
• 当該有価証券の譲渡価格
• 2018年1月31日時点の当該有価証券の公正市場価格
（規定の方法で算定）

事業関連性の範囲拡大
「事業関連性（business connection）」とは、インド国内税法上 
の恒久的施設（PE）ルールに相当するものであり、非居住納税
者がインドに課税実体（taxable presence）を有しているか否
かを判断するための概念です。今回、下記を含むよう「事業関
連性」という用語の範囲が拡大されています。

• (i)当該非居住者の名において締結される契約、(ii)当該非
居住者が所有する資産もしくは当該非居住者が使用権を
有する資産の所有権又は使用権の譲渡に関わる契約、又
は、(iii)当該非居住者による役務の提供に関する契約の締
結に向けて主要な役割（the principal role leading to the 
conclusion of contracts）を常習的に果たす者を通して行
われる活動。この条項は概ね、経済協力開発機構（OECD）
の税源侵食と利益移転（BEPS: Base Erosion and Profit 
Shifting）プロジェクトに関する行動計画7の提言に沿って
います。

• 重要な経済的実体（Significant economic presence）と
は、(i)デジタル手段を介してインド国内のユーザーに対して
組織的かつ継続的に事業活動を追求すること又はやり取り
に関与すること（今後規定される一定の基準が示される）、 
又は、(ii)データ又はソフトウェアのインドにおけるダウン 
ロードの提供など、非居住者がインドで行う商品、役務又は
資産の取引（今後規定される一定の基準が示される）と定
義されています。

国別報告書（CbCR）に関する明確化
• 親会社が自国で国別報告書の提出を義務付けられていな
い場合、インドの構成企業（非居住親会社）はインドで当該
報告書を具備する必要があります。

• 最終親会社がインド居住者である場合、又は、インドの構成
会社にインドで国別報告書を提出する義務がある場合に
は、国別報告書の提出期限が改訂され、最終親会社の会計
年度終了日から12カ月となります。

起業促進策
スタートアップ企業に適用される現行タックス・ホリデー規定の
適用が2019年4月1日から2021年4月1日に設立された法人
に延長され、「製品、プロセス又はサービスの改善あるいは雇
用創出又は富の形成を拡大することができるようなビジネスモ
デル」が対象となります。

その他
• インド企業によって供与された貸付金及び前渡金で、イ
ンド税法に定められている一定の規則の下でみなし配当
とされるものには、グロスアップせず、30%の配当分配税
（dividend distribution tax）の対象となります。

• 最低代替税（Minimum Alternate Tax）は、海運、空運、石
油・ガス、土木建築など、通常の算出法に基づき推定課税方式
（presumptive basis of taxation）が適用されている事業
又は産業から得た利益のみで総所得が構成されている外
国企業には適用されません。

• 親会社からインドの完全子会社に（又はその逆）、無償又は
不十分な対価で資本資産を譲渡した場合には、受益者に贈
与税は課されません。
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巻末注
1. これ以外に、付加税及び目的税（cess）が適用されます。
2. 当該課税年度は2016年4月1日から2017年3月31日まで。
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• 非居住者が、いずれかの国際金融サービスセンター
（International Financial Service Center）に所在する
公認の証券取引所に上場している債券、グローバル預託証
券、ルピー建てのインド企業社債又はデリバティブの譲渡
でキャピタルゲインを得て、外貨建てで取り引きした場合に
は、インドの租税が免除されます。

• 非居住者がインドの1課税年度内に25万ルピー（4,000米
ドル）を超える金融取引を行う場合には、インドの納税者番
号（PAN： Permanent Account Number）が求められます。

上記の金融取引を個人と結びつけるため、PANの取得義務
が企業の取締役、最高経営責任者、代表及びこれに相当す
る責任者まで拡大されています。

• 所得税申告を怠った場合には、訴追される場合があります 
（訴追が免除される最低閾値は設けられていません）。


